
所在地 広島県広島市中区白島町 19 番 49 号 国保会館 

電話番号 ０８２－５５４－０７８３ 
都道府県 

国民健康保険団体連合会 
FAX 番号 ０８２－５１１－９１２６ 

 

１２、当社の概要 

名称・法人種別 有限会社 リアルワース 

代表者名 滝口 晋介 

本社所在地・電話 広島県庄原市平和町 525 番地 ・ ０８２４－７５－２１３３ 

 

 

 

 

 

 

サービス契約の締結にあたり、上記の通り説明を受けました。 

令和  年  月  日 

利用者住所 

 

利用者氏名 （自筆署名）         

 

      （利用者家族 署名）        

 

取扱説明書の交付及び実使用での取扱説明確認書 

種目 品名 説明書交付 実使用説明 注意事項説明 

  □交付 □説明 □説明 

  □交付 □説明 □説明 

  □交付 □説明 □説明 

  □交付 □説明 □説明 

  □交付 □説明 □説明 

  □交付 □説明 □説明 

  □交付 □説明 □説明 

  □交付 □説明 □説明 

 

 上記商品の使用に関する注意事項および事故防止のための注意事項について十分説明を致しました。 

 

      福祉用具専門相談員  氏名       

  

上記の通り説明を受けました。 

            利用者  氏名       

 

適合状況の確認 

お届け致しました福祉用具の適合状況について下記の通り確認致しました。 

設置場所 問題なし ☐  要調整 ☐（                     ） 

取付状況 問題なし ☐  要調整 ☐（                     ） 

操作状況 問題なし ☐  要調整 ☐（                     ） 

身体との適合状況 問題なし ☐  要調整 ☐（                     ） 

その他留意点 （                                 ） 

 

      福祉用具専門相談員  氏名       



福祉用具貸与重要事項説明書 
 

(有)リアルワース 福祉事業部 ふぁみりぃケアサービス は、重要事項を説明し了解を得ると共に、レンタルサービ

ス利用契約の締結にあたり、下記の者が重要事項を説明しました。 

 

福祉用具専門相談員  氏名              

 

１、事業所の概要 

事業所名 ふぁみりぃケアサービス 

所在地 広島県庄原市平和町 525 番地 

介護保険指定番号 福祉用具貸与（介護予防） ３４７２１００３０８ 

管理者・連絡先 滝口 晋介  ０８２４－７５－２１３３ 

サービス提供地域 庄原市、三次市、安芸高田市、府中市、世羅町、神石高原町 

 

２、事業所の職員体制等 

職 種 人 員 

管理者 １ 名 

専門相談員 2 名（常勤 2 名） 

 

３、営業日・営業時間 

営業日 月曜日～土曜日 営業時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

注）日曜、祝祭日を休業とするほか、夏期休暇（８／１３～８／１５）、年末年始休暇（１２／２９～１／４）

を休業とします。 

 

４、利用者負担金 

（１） 介護保険の適用がある場合は、料金表のサービス費の１割又は２割が利用者負担となります。 

種目 品名 単価（月額） 個数 利用者（10 割） 利用者負担額 

      

      

      

      

      

      

      

      

合  計    

（２） 利用者負担金は、契約開始月については納品時に、２ヶ月目以降については使用月の翌月の２７日に集金、

もしくはご指定の金融機関の口座から引き落としをさせていただきます。 

（注）金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 

 

５、提供利用料及びその他経費 

（１） 福祉用具貸与（介護予防）の提供利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準に基づく別紙料金表（カタロ

グ）によるものとし、当該指定福祉用具貸与（介護予防）が法定代理受領サービスにある時はその１割又

は２割又は３割とします。尚、サービス開始月及び終了月の 1 ヶ月に満たないサービス料金は次のとおり

とします。 

・ サービス開始日が開始月の 15 日以前の場合 → 月額サービス料金の全額 

・ サービス開始日が開始月の 16 日以降の場合 → 月額サービス料金の 1／2 相当額 

・ サービス終了日が終了月の 15 日以前の場合 → 月額サービス料金の 1／2 相当額 

・ サービス終了日が終了月の 16 日以降の場合 → 月額サービス料金の全額 



・ サービス開始日と終了日が同月内の場合   → 月額サービス料金の全額 

（２） 通常の事業実施地域以外の地域で、指定福祉用具貸与（介護予防）に要した交通費及び搬出入費は、以下

の通りとし、あらかじめ利用者又はその家族に対し事前に文書で説明し、同意を得て、文書に記名捺印を

受けるものとします。 

①交通費 

・ 弊社サービス地域外での居宅介護サービスに要した交通費は、その実費を頂戴いたします。 

・ 自動車を使用した場合は下記交通費を頂戴致します。 

１、サービス地域から片道  ５０ｋｍ～１００ｋｍ未満 交通費 １，０００円 

２、サービス地域から片道 １００ｋｍ以上交通費実費（ｋｍあたり２０円） 

サービス地域 サービス地域までの距離 金  額 

   

   ②搬出入費（搬出入に特別な措置が必要場合の当該措置に要する費用） 

クレーン車が必要になる場合等の費用は実費を頂戴いたします。 

（３） 利用者が本契約期間中、福祉用具を破損または滅失したとき、その費用を負担しなければならない場合が

あります。 

 

６、サービスの内容 

（１） 「福祉用具貸与（介護予防）」は、要介護者に必要な福祉用具のうち、厚生労働大臣が定めた種目の用具を

貸与する介護保険上のサービスです。 

（２） 事業者は、利用者の心身の状況、希望、置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取

付け、調整等を行います。 

（３） 事業者は、本契約期間中、次の福祉用具を貸与します。 

１．車いす ２．車いす付属品 ３．特殊寝台 ４．特殊寝台付属品 ５．床ずれ防止用具 

６．体位変換器 ７．手すり ８．スロープ ９．歩行器 １０．歩行補助杖 

１１．認知症老人徘徊感知機器 １２．移動用リフト １３．自動排泄処理装置 

 

注）要支援及び要介護１の方については、１～６及び１１、１２に関して原則として給付が認められません。 

１３に関しては要介護４以上の方が給付の対象です。 

尚、対象外の方であっても一定の条件に当てはまる場合は、例外的に給付が認められる場合があります。 

（４） 利用者は、本契約にあたり、福祉用具の搬入・搬出日時を都合の良い日時に指定できるものとします。 

（５） 福祉用具貸与計画の作成 

利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の居宅サービス計画（または介護予防サービス

計画）の内容に沿って、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載し

た福祉用具貸与計画を作成し、その内容を利用者に説明、同意を得たうえで交付します。 

（６） 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制 

① 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具貸与または特定福祉用具販売のいずれかを利用者が

選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分説明するとともに、利用

者の選択に当たって必要な情報を提供し、医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行

います。 

② 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後６カ月以内に少なくとも

１回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行います。 

③ 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、目標の達成状況を確認させ

ていただきます。また、利用者等からの要請に応じて販売した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合

は、使用方法の指導、修理（メンテナンス）等を行います。尚、その際の費用については実費となります。 

（７） 福祉用具貸与計画の実施状況の把握 

福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタリング）を行い、結果を踏

まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を実施いたします。尚、モニタリング結果の記録につい

ては、担当の指定居宅介護支援事業者に報告いたします。 

（８） 事業者は、利用者のサービス提供記録を２年間保管し、利用者の求めに応じて速やかに当該記録を開示致

します 



 

７、虐待の防止のための取り組みについて 

（１） 虐待防止に関する責任者は、以下の者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 滝口晋介 

（２） 虐待防止のための指針を整備するとともに、虐待防止のための対策を行う検討委員会、従業者に対する虐

待防止を啓発・普及するための研修を定期的に開催しています。 

（３） 虐待等に関する利用者およびその家族からの虐待等に関する相談に対応するとともに、虐待等が明らかに

なった場合は速やかに市町村の窓口に通報します。 

 

 

８、事故時の対応 

（１） 事業者は、利用者に対する福祉用具貸与（介護予防）の提供により事故が発生した場合には、利用者と確

認をとり、市町村、利用者の家族、居宅介護（介護予防）支援事業者に対して、連絡を行う等の必要な措

置を講じます。 

（２） 事業者は、事業者の責により賠償すべき損害が発生した場合は速やかに対応します。 

（３） 事業者は、事故が発生した場合には内容を記録して、その原因を解明し再発防止に努めるものとします。 

 

９、中途解約について 

（１） 利用者が福祉用具の全部又は一部の利用を中止する場合には、１週間前までに事業者に連絡をいただけれ

ば解約できます。 

（２） 但し、利用者が入院等、契約を継続することができない特別な事情が生じた場合には、通知日をもって解

約することができます。 

 

１０、苦情処理の体制 

（１） 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置 

苦情，ご相談に対する窓口として専任担当者を置いております。 

尚，担当者が不在の場合は基本的な問い合わせについて誰でも対応できる態勢を取るとともに、問い合わせ

の早期対応が出来るように配慮します。 

 担当者： 滝口晋介・滝口裕子 

 連絡先： TEL：0824-75-2133 FAX：0824-74-0660 

＊ 事業所に職員が不在でも、転送電話にて常時連絡が出来るよう配慮しております。 

（２） 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制、手順 

１） 利用者からの苦情、問い合わせに対しては電話，ファックスにて内容確認をします。 

２） 苦情内容により検討会議を行い社員への徹底，対抗方法を決定し速やかに顧客先に連絡します。 

利用者からの苦情問い合わせに関してはまず事実を把握し管理者に連絡、必要に応じて直接訪問して対応

を行います。 

３） 苦情，問い合わせ内容は記録して、その原因を解明し再発防止に役立てます。 

 

１１、相談窓口、苦情対応 

（１） サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

電話番号 ０８２４－７５－２１３３ 

FAX 番号 ０８２４－７４－０６６０ 

相談員（責任者） 滝口 晋介 

 

当社 

お客様相談室 

対応時間 午前 ９時００分～午後 ６時００分 

（２） 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

所在地 広島県庄原市中本町 1-10-1 

本庁 高齢者福祉課 介護保険係 

電話番号 ０８２４－７３－１１６７ 

市町村 

介護保険相談窓口 

FAX 電話 ０８２４－７５－０２４５ 

 


